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︻
解
説
︼
ご
質
問
の
割
増
賃
金
の
支

払
い
に
代
わ
る
休
暇
の
付
与
制
度
は
︑

労
働
基
準
法
第
37
条
第
３
項
に
定
め

ら
れ
て
お
り
︑
４
月
か
ら
中
小
事
業

主
に
も
適
用
さ
れ
た
時
間
外
労
働
が

月
60
時
間
を
超
え
た
場
合
の
割
増
率

　

４
月
か
ら
、
中
小
企
業
で
も

時
間
外
労
働
が
月
60
時
間
を
超

え
る
と
割
増
賃
金
率
を
２
割
５

分
以
上
か
ら
５
割
以
上
に
引
き

上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
同
時
に
割

増
賃
金
の
代
わ
り
に
有
給
休
暇

を
付
与
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ

た
と
聞
き
ま
し
た
。
具
体
的
に

は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
で

し
ょ
う
か
。
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割増賃金の支払
いに代わる代替
休暇制度とは

５
割
以
上
の
う
ち
︑
従
来
か
ら
の
２

割
５
分
以
上
を
上
回
る
部
分
に
つ
い

て
︑
労
使
協
定
の
締
結
を
前
提
に
︑

割
増
賃
金
の
支
払
い
に
代
え
て
有
給

休
暇
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
も
の
で
す
︒

　

労
使
協
定
は
︑
職
場
の
労
働
者
の

過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
︑
そ

の
よ
う
な
労
働
組
合
が
な
い
と
き
は

労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と

書
面
に
よ
り
締
結
す
る
こ
と
が
必
要

で
︑
そ
の
際
に
︑
締
結
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
︑
①
代
替
休
暇
と
し

て
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数
の

算
定
方
法
︑
②
代
替
休
暇
の
単
位
︑

③
代
替
休
暇
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

る
期
間
︱
︱
な
ど
の
事
項
で
す
︒

　

次
に
︑
基
本
的
な
内
容
を
簡
単
に

説
明
し
ま
す
と
︑①
の
算
定
方
法
は
︑

１
か
月
の
時
間
外
労
働
時
間
数
が
60

時
間
を
超
え
た
場
合
に
︑﹁
そ
の
超

え
た
時
間
外
労
働
時
間
数
﹂
に
﹁
換

算
率
﹂
を
乗
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
︒

　

こ
の
﹁
換
算
率
﹂
は
︑﹁
労
働
者

が
代
替
休
暇
を
取
得
し
な
か
っ
た
場

合
の
割
増
賃
金
率
﹂
か
ら
﹁
労
働
者

が
代
替
休
暇
を
取
得
し
た
場
合
の
割

増
賃
金
率
﹂
を
差
し
引
い
て
算
出
し

ま
す
が
︑
一
般
的
に
は
各
々
５
割
︑

２
割
５
分
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か

ら
︑
引
き
算
す
る
と
２
割
５
分
︑
つ

ま
り
０
・
25
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
︒

　

そ
う
す
る
と
︑
例
え
ば
１
か
月
の

時
間
外
労
働
が
76
時
間
だ
っ
た
場
合

に
は
︑
60
時
間
を
超
え
た
16
時
間

（
76
時
間
︱
60
時
間
）
に
０
・
25
を

乗
ず
る
と
４
時
間
と
な
り
ま
す
︒

　

た
だ
し
︑
②
の
代
替
休
暇
の
単
位

は
︑
労
働
者
の
健
康
確
保
の
見
地
か

ら
︑
１
日
ま
た
は
半
日
と
さ
れ
て
い

ま
す
︒
こ
の
た
め
︑
仮
に
１
日
を
８

時
間
︑
半
日
を
４
時
間
と
協
定
し
た

場
合
︑
時
間
数
の
算
定
結
果
が
前
述

の
よ
う
に
４
時
間
と
い
う
こ
と
に
な

れ
ば
︑
半
日
の
休
暇
付
与
が
可
能
と

な
り
ま
す
︒
ま
た
︑
１
か
月
の
時
間

外
労
働
が
92
時
間
に
達
し
た
場
合
に

は
︑
32
時
間
（
92
時
間
︱
60
時
間
）

に
０
・
25
を
乗
ず
る
と
８
時
間
と
な

る
た
め
︑
１
日
の
代
替
休
暇
の
付
与

が
可
能
に
な
り
ま
す
︒

　

③
の
代
替
休
暇
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
る
期
間
は
﹁
時
間
外
労
働
が
60

時
間
を
超
え
た
当
該
１
か
月
の
末
日

の
翌
日
か
ら
２
か
月
間
以
内
﹂
で
す
︒

例
え
ば
︑
４
月
に
時
間
外
労
働
が
76

時
間
に
な
っ
た
場
合
に
︑
60
時
間
超

の
割
増
賃
金
（
引
上
げ
分
）
の
支
払

い
に
代
え
て
有
給
休
暇
を
付
与
で
き

る
の
は
５
月
１
日
か
ら
２
か
月
間
以

内
︑
す
な
わ
ち
６
月
末
日
ま
で
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

　

そ
の
他
︑
労
働
者
が
代
替
休
暇
を

取
得
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た

め
の
手
続
き
や
︑
確
認
後
に
確
定
し

た
割
増
賃
金
の
支
払
い
日
も
定
め
て

お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
さ
ら
に
代

替
休
暇
制
度
は
就
業
規
則
の
必
要
記

載
事
項
に
な
る
た
め
︑
就
業
規
則
に

も
明
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
︒

Ａ�

労
使
協
定
を
前
提
に
25
％

を
超
え
る
部
分
が
対
象
に
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時
間
外
労
働
規
制
の
年
９
６
０

時
間
適
用
と
︑
改
正
改
善
基
準

告
示
の
施
行
に
伴
う
人
件
費
増
な

ど
の
原
資
確
保
が
急
務
で
あ
る
︒

運
賃
・
料
金
の
値
上
げ
を
実
現
す

る
取
り
組
み
だ
︒
今
年
の
最
大
の

課
題
は
﹁
来
年
４
月
か
ら
の
コ
ス

ト
増
に
備
え
た
原
資
の
確
保
﹂
に

尽
き
る
︒

　

だ
が
︑﹁
ど
の
よ
う
に
運
賃
交

渉
し
た
ら
よ
い
の
か
が
分
か
ら
な

い
﹂
と
い
う
事
業
者
も
い
る
だ
ろ

う
︒
そ
こ
で
今
回
は
︑
保
有
車
両

数
が
１
０
５
台
︑
従
業
員
が
１
１

２
人
（
う
ち
ド
ラ
イ
バ
ー
は
１
０

０
人
）
で
年
商
13
億
５
０
０
０
万

円
の
︑
関
東
運
輸
局
管
内
の
事
業

者
の
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
︒

　

同
社
は
﹁
固
定
契
約
の
荷
主
が

10
社
で
︑
そ
の
う
ち
の
８
社
は
今

年
１
月
末
時
点
で
運
賃
値
上
げ
が

実
現
で
き
︑
平
均
７
％
増
で
あ

る
﹂︒
ま
た
︑
残
り
の
２

社
と
は
現
在
交
渉
中

だ
︒
そ
の
他
に
不
定
期

の
取
引
先
も
あ
る
が
︑

ス
ポ
ッ
ト
の
オ
ー
ダ
ー

に
対
し
て
は
﹁
そ
の
都

度
︑
時
価
の
運
賃
を
提

示
し
て
い
る
が
了
承
し

て
く
れ
る
﹂
と
い
う
︒

　

同
社
が
運
賃
交
渉
を

開
始
し
た
の
は
︑
昨
年
３
月
か

ら
︒﹁
荷
主
の
企
業
体
質
や
社

内
事
情
︑
決
定
権
者
や
担
当
者

の
個
人
的
性
格
︑
競
合
他
社
の

動
向
な
ど
を
分
析
し
︑
交
渉
し

や
す
い
荷
主
か
ら
順
番
に
交
渉

を
進
め
た
﹂︒
そ
の
結
果
︑
交

渉
難
易
度
の
高

い
２
社
が
最
後

と
な
り
︑
現
在

交
渉
中
で
あ
る
︒

な
お
︑
同
社
は

﹁
取
引
先
へ
の

売
上
依
存
度
は
︑

最
大
で
も
売
上

の
10
％
以
内
に

抑
え
る
よ
う
な

経
営
﹂
を
し
て

き
た
︒

　

ま
ず
︑
算
出

し
た
金
額
を
会

社
名
の
文
書
で
︑

担
当
者
が
荷
主

の
担
当
者
に
提

出
す
る
︒
荷
主

の
担
当
者
は
理
解
が
あ
っ
て
も
︑

企
業
体
質
が
ダ
メ
な
場
合
も
あ

る
︒
反
対
に
担
当
者
が
自
分
の

一
存
で
握
り
つ
ぶ
し
て
し
ま
う

ケ
ー
ス
も
あ
る
︒﹁
担
当
者
に

３
回
提
出
し
て
も
決
定
権
者
ま

で
文
書
が
上
が
っ
て
い
な
い
の
が

２
社
あ
っ
た
﹂︒
こ
の
よ
う
な
場
合

に
は
︑
代
表
者
名
で
荷
主
の
決
定

権
者
に
直
接
文
書
を
出
す
︒
い
ず

れ
に
し
て
も
︑
最
終
的
に
は
荷
主

の
決
定
権
者
と
代
表
者
が
直
接
交

渉
し
て
値
上
げ
額
を
決
め
て
き

た
︒
代
表
者
が
荷
主
の
決
定
権
者

と
交
渉
す
る
時
に
は
︑
教
育
の
意

味
も
含
め
て
自
社
の
担
当
者
も
同

席
さ
せ
る
︒
だ
が
︑ト
ッ
プ
同
士
の

﹁
差
し
﹂
で
の
話
し
合
い
を
求
め

ら
れ
た
ケ
ー
ス
が
２
社
あ
っ
た
︒

　

具
体
的
に
は
︑﹁
標
準
的
な
運

賃
を
時
間
単
価
に
換
算
し
て
交
渉

す
る
﹂︒
待
機
時
間
や
附
帯
作
業

も
︑
時
間
単
価
に
し
て
請
求
す
る

形
だ
︒﹁
な
ぜ
こ
ん
な
高
い
単
価

な
の
か
﹂
と
い
う
質
問
に
は
︑﹁
貴

社
の
荷
物
を
運
ん
で
い
る
ド
ラ
イ

バ
ー
の
現
在
の
時
給
が
こ
ん
な
に

安
い
の
で
︑
全
産
業
並
み
で
計
算

し
た
﹂
と
答
え
て
き
た
︒

　

そ
れ
に
は
過
去
の
反
省
が
あ
る
︒

﹁
こ
れ
ま
で
は
ト
ー
タ
ル
で
い
く

ら
と
い
う
考
え
方
だ
っ
た
︒
そ
れ

は
ド
ラ
イ
バ
ー
の
時
給
が
安
い
か

ら
成
り
立
っ
て
い
た
︒
だ
が
︑
そ

れ
で
時
短
を
し
た
ら
賃
金
が
下
が

る
こ
と
に
な
る
﹂︒
そ
こ
で
時
間
の

概
念
が
重
要
と
気
づ
い
た
の
だ
︒

ま
さ
に
︑
標
準
的
な
運
賃
の
原
点

で
あ
る
︒

第
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回

運賃交渉には「時給換算」が有効

　

ま
た
︑
改
正
改
善
基
準
告

示
の
内
容
に
つ
い
て
︑
説
明

会
等
を
通
じ
て
会
員
事
業
者

に
対
し
周
知
徹
底
を
図
る
ほ

か
︑
時
間
外
労
働
上
限
規
制

へ
の
対
応
状
況
等
の
実
態
把

握
を
行
う
と
と
も
に
︑
関
係

行
政
機
関
や
関
係
団
体
等
と

の
連
携
を
図
り
︑
商
慣
習
の

見
直
し
に
向
け
︑
着
荷
主
を

含
む
荷
主
等
へ
の
理
解
促
進

を
図
る
た
め
の
環
境
整
備
を

推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
︒

　

表
で
は
︑﹁
働
き
方
改
革

関
連
法
﹂
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に

つ
い
て
︑令
和
４（
２
０
２
２
）

年
~
６
（
２
０
２
４
）
年
の

３
年
分
を
抜
粋
し
て
い
る
︒

　

改
正
労
働
基
準
法
に
基
づ

き
︑
今
年
４
月
１
日
か
ら
月

　

令
和
３
年
12
月
に
政
府
が

取
り
ま
と
め
た
﹁
パ
ー
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
価
値
創
造

の
た
め
の
転
嫁
円
滑
化
施
策

パ
ッ
ケ
ー
ジ
﹂
に
基
づ
き
︑

国
交
省
や
経
産
省
︑農
水
省
︑

厚
労
省
︑公
正
取
引
委
員
会
︑

中
小
企
業
庁
な
ど
の
関
係
省

庁
で
は
︑
適
正
取
引
の
さ
ら

な
る
推
進
に
向
け
た
強
力
な

対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
︒

　

公
取
委
で
は
︑３
月
１
日
に

60
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労

働
の
割
増
賃
金
率
の
引
上
げ

（
25
％
↓
50
％
）
が
中
小
企

業
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
る（
図
１
）︒こ
れ
に
伴
い
︑

中
小
企
業
で
も
︑
１
か
月
の

起
算
日
か
ら
の
時
間
外
労
働

時
間
数
の
累
計
が
60
時
間
を

超
え
た
時
点
か
ら
︑
割
増
賃

金
率
50
％
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
︒

　

ま
た
︑
月
60
時
間
を
超
え

る
時
間
外
労
働
を
深
夜
（
22

~
５
時
）
の
時
間
帯
に
行
わ

せ
る
場
合
は
︑﹁
深
夜
割
増

賃
金
率
25
％
＋
時
間
外
割
増

賃
金
率
50
％
=
75
％
﹂
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
︑

深
夜
の
時
間
外
労
働
は
大
幅

な
コ
ス
ト
上
昇
に
繋
が
る
︒

　

一
方
︑
６
年
３
月
末
で
ト

ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
時
間

外
労
働
上
限
規
制
の
猶
予
期

間
が
終
わ
り
︑
同
年
４
月
か

ら
は
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
へ

の
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制

（
年
９
６
０
時
間
以
内
）
が

適
用
さ
れ
る
（
図
１
）︒
こ
の

規
制
は
︑
企
業
規
模
に
関
係

な
く
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
︒

　

な
お
︑
時
間
外
労
働
の
割

増
賃
金
率
の
引
上
げ
と
︑
ト

ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
へ
の
時
間

外
労
働
上
限
規
制
適
用
に
つ

い
て
は
︑
と
も
に
罰
則
付
き

規
制
と
な
っ
て
い
る
︒

　

さ
ら
に
厚
生
労
働
省
で

は
︑
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー

の
脳
・
心
臓
疾
患
に
よ
る
過

労
死
等
防
止
の
観
点
か
ら
︑

﹁
自
動
車
運
転
者
の
労
働
時

間
等
の
改
善
の
た
め
の
基
準

（
改
善
基
準
告
示
）﹂
を
改

正
︒
同
年
４
月
か
ら
適
用
と

な
る
（
図
２
）︒

　

国
土
交
通
省
と
経
済
産
業

省
︑
農
林
水
産
省
で
は
︑﹁
持

﹁
令
和
５
年
中
小
事
業
者
等

取
引
公
正
化
推
進
ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ラ
ン
﹂
を
策
定
︒﹁
独

占
禁
止
法
の
執
行
強
化
﹂
や

﹁
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防

止
法
の
執
行
強
化
等
﹂︑﹁
独

占
禁
止
法
及
び
下
請
法
の
考

え
方
の
周
知
徹
底
﹂
︱
︱
な

ど
の
取
り
組
み
を
通
じ
︑
適

正
な
価
格
転
嫁
の
実
現
を
目

指
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い

る
︒

　

ま
た
︑
国
交
省
で
は
︑
コ

ス
ト
上
昇
分
が
適
切
に
運
賃

に
反
映
さ
れ
る
よ
う
︑
荷
主

企
業
等
に
協
力
を
求
め
る
と

　

今
年
10
月
１
日
か
ら
︑
消

費
税
の
仕
入
税
額
控
除
の
方

式
が
︑
現
在
の
区
分
記
載
請

求
書
等
保
存
方
式
か
ら
﹁
適

格
請
求
書
等
保
存
方
式
（
イ

と
も
に
︑
本
省
や
地
方
運
輸

局
等
に
相
談
窓
口
を
設
置
︒

価
格
転
嫁
に
応
じ
な
い
荷
主

に
対
し
て
は
︑
貨
物
自
動
車

運
送
事
業
法
に
基
づ
き
︑
国

交
省
に
よ
る
荷
主
へ
の
働
き

か
け
や
︑
要
請
︑
勧
告
・
公

入
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け

る
た
め
に
は
︑
取
引
の
際
に

取
引
先
か
ら
適
格
請
求
書

（
イ
ン
ボ
イ
ス
）
の
交
付
を

受
け
︑
イ
ン
ボ
イ
ス
を
保
存

に
応
じ
な
い
荷
主
の
情
報
に

つ
い
て
︑
関
係
省
庁
に
対
し

て
積
極
的
に
提
供
す
る
よ

う
︑
協
力
を
呼
び
か
け
て
い

る
（
図
３
は
関
係
省
庁
に
お

け
る
情
報
提
供
窓
口
）︒

ン
ボ
イ
ス
制
度
）﹂
に
変
更

と
な
る
︒

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
ポ
イ

ン
ト
は
︑
図
４
の
通
り
︒
10

月
１
日
以
降
も
引
き
続
き
仕

表
等
の
対
象
と
し
て
い
る
︒

　

全
ト
協
で
は
︑
適
正
運
賃

・
料
金
収
受
の
実
現
に
向
け

て
︑
会
員
事
業
者
に
対
し
て

荷
主
と
の
積
極
的
な
交
渉
を

強
く
呼
び
か
け
る
と
と
も

に
︑
価
格
交
渉
や
価
格
転
嫁

続
可
能
な
物
流
の
実
現
に
向

け
た
検
討
会
﹂
を
設
置
し
︑

﹁
２
０
２
４
年
問
題
﹂
に
対

応
す
る
た
め
︑
非
効
率
的
な

商
慣
習
や
取
引
の
適
正
化
な

ど
︑
物
流
が
直
面
し
て
い
る

諸
課
題
を
解
決
し
︑
持
続
可

能
な
物
流
の
実
現
を
目
指
す

た
め
の
関
連
措
置
を
実
現
し

て
い
く
方
向
で
検
討
を
進
め

て
い
る
︒

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で

は
︑
こ
の
よ
う
な
検
討
に
積

極
的
に
関
与
し
︑
国
交
省
等

と
と
も
に
よ
り
よ
い
制
度
の

実
現
に
向
け
て
対
応
し
て
い

く
こ
と
と
し
て
い
る
︒

時
間
外
労
働
上
限
規
制
適
用
を
目
前
に

関
係
省
庁
と
と
も
に
商
習
慣
等
の
改
善
に
取
り
組
む

11
「
２
０
２
４
年
問
題
」
へ
の
対
応

「
２
０
２
４
年
問
題
」
へ
の
対
応

「
荷
主
と
の
積
極
的
な
交
渉
」
と
と
も
に

「
不
適
正
な
荷
主
情
報
の
提
供
」
を
強
く
呼
び
か
け

22
適
正
取
引
の
さ
ら
な
る
推
進
に
向
け
て

適
正
取
引
の
さ
ら
な
る
推
進
に
向
け
て

中
小
事
業
者
を
対
象
と
し
て

補
助
金
拡
充
等
の
支
援
措
置
を
実
施

33  

1010
月
１
日
か
ら
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」
導
入

月
１
日
か
ら
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」
導
入

◇国土交通省
「輸送・荷待ち・荷役などに関す
る輸送実態把握のための意見等
の募集について」

◇公正取引委員会
「違反行為情報提供フォーム」
（買いたたきなどの違反行為が疑
われる親事業者に関する情報提
供フォーム）

◇厚生労働省
「長時間の荷待ちに関する情報メ
ール窓口」

図３　関係省庁による
情報提供窓口

大企業 25％

1日8時間・1週40時間
を超える労働時間

1日8時間・1週40時間
を超える労働時間

60時間以下

月60時間超の残業割増賃金率
大企業は50％
中小企業は25％

１か月の時間外労働 １か月の時間外労働

月60時間超の残業割増賃金率
大企業、中小企業ともに50％
※中小企業の割増賃金率を引上げ

（2023年3月31日まで） （2023年４月1日～）

60時間超 60時間以下 60時間超

25％ 25％

50％

25％

25％

50％

50％

中小企業

大企業

中小企業

罰則付き（6か
月以下の懲役
または30万円
以下の罰金）

　

令
和
５
（
２
０
２
３
）
年
度
が
始
ま
る

４
月
１
日
か
ら
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
を

取
り
巻
く
環
境
が
変
わ
る
︒

　

こ
こ
で
は
︑
新
年
度
か
ら
変
わ
る
ト
ラ

ッ
ク
関
係
の
主
な
事
項
に
つ
い
て
ま
と
め

た
︒

図２　改善基準告示改正の概要（2024 年４月１日〜）

表　「働き方改革関連法」のスケジュール（2022 年～ 2024 年について抜粋）
法律・内容 2022 年 2023 年 2024 年

労
働
基
準
法

時間外労働の上限規制（年 960時間）の
適用【自動車運転業務】

ー ー

4月 1日
から適用

※改正改善基準
告示適用
（図２参照）

月 60 時間超の時間外割増賃金率引上げ
（25％→ 50％）の中小企業への適用

ー
4月 1日
から適用

⇨

図１　「割増賃金率の引上げ」と「時間外労働の上限規制」
①割増賃金率の引上げ（2023 年 4 月１日～）

②時間外労働の上限規制（2024 年４月１日～）

令和５年度 トラック運送業界はこう変わる令和５年度 トラック運送業界はこう変わる
急務となる「２０２４年問題」への対応　適正取引実現へ関係省庁が取り組み強化急務となる「２０２４年問題」への対応　適正取引実現へ関係省庁が取り組み強化
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是非取り入れて欲しい情報……!?

危険予知訓練（KYT）シートの解説
▶交通事故防止編

（
２
面
）

☟
こ
の
角
を
基
準
に
拡
大
率
を
220
％
に
設
定
す
る
と
、
A4
サ
イ
ズ
で
プ
リ
ン
ト
で
き
ま
す
。

どのような危険がありますか？

どのような運転をすれば危険を避け
ることができますか？

①自車の前方には、並んで歩いている小学生が見えま
す。子どもは興味があるものを見つけると、安全を確
認せず一目散に走りだし、道路に飛び出してくること
があります。大人の保護者と一緒でも油断は禁物で
す。子どもを見つけた時は、動く赤信号と考え、急な
飛出しにも対応できるようスピードを落として近づ
きましょう。

②自車の右前方には、ワゴン車が停止して死角を作っ
ており、先の状況が見えにくくなっています。この場
面のような狭い路地を通行する歩行者や自転車は、
トラックなどが接近していても「トラックは止まるは
ず」と思い込み、道路に出てくることがあります。した
がって、安易に停止車両の側方を通過しようとすると、
停止車両を避けようとして、道路に出てきた歩行者
や自転車と衝突する危険があります。停止車両が止
まっているからといって早く通過しようとせず、安全
確認をしっかり行いながら慎重に通過しましょう。

③停止車両の陰から歩行者や自転車が飛び出してきた
時、それを避けようとして安易にハンドルを左に切る
と、看板やひさしに接触する危険があります。トラック
は車体が高いため、この場面のような商店が立ち並
ぶ道路や繁華街などでは、特に注意する必要があり
ます。看板やひさしに接触しないよう的確に判断す

①道路に飛び出してきた小学生と衝突する危険があり
ます（図１）。

②ワゴン車の陰から出てきた歩行者や自転車と衝突す
る危険があります（図2）。

③道路に出てきた歩行者や自転車を避けようとして看
板に接触する危険があります（図3）。

　あなたは、商店が並ぶ狭い道路を走行
しています。路側帯には小学生がいます。
また、右前方には、ワゴン車が停止してま
す。この場面にはどのような危険がありま
すか。また、危険を避けるためにはどのよう
な運転をすればよいでしょうか。考えてみ
ましょう。

図１

図２

図３

るためには、自車の車高や車幅を正確に理解
しておかなければならないので、自分が運転
するトラックの車高や車幅はしっかり把握して
おきましょう。

（3月20日号）

　

ま
た
︑
中
小
事
業
者
を
対

象
に
︑
補
助
金
の
拡
充
や
事

務
負
担
の
軽
減
措
置
な
ど
︑

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
関
す
る

支
援
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
︒
支
援
措

置
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
財

務
省
作
成
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

﹁
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
︑
支
援

措
置
が
あ
る
っ
て
本
当
!?
﹂

（
二
次
元
コ
ー

ド
）
を
参
照

の
こ
と
︒

政
を
一
体
的
に
推
進
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
で
︑
荷
主

対
策
の
一
層
の
強
化
や
︑
各

種
規
制
・
支
援
︑
環
境
・
安

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒
一

方
で
︑
取
引
先
が
仕
入
税
額

控
除
の
適
用
を
受
け
る
際
に

も
イ
ン
ボ
イ
ス
が
必
要
と
な

る
た
め
︑
取
引
先
か
ら
イ
ン

ボ
イ
ス
の
交
付
を
求
め
ら
れ

る
可
能
性
が
あ
る
︒
イ
ン
ボ

イ
ス
は
︑
税
務
署
長
の
登
録

を
受
け
た
適
格
請
求
書
発
行

事
業
者
（
登
録
事
業
者
）
の

み
が
取
引
先
に
対
し
て
交
付

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か

ら
︑
事
前
に
国
税
庁
に
登
録

申
請
を
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
︒

　

こ
れ
ま
で
︑
今
年
10
月
１

日
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事

　

国
交
省
は
令
和
５
年
度
中

に
︑
貨
物
自
動
車
運
送
行
政

と
物
流
行
政
を
一
体
的
に
推

進
す
る
た
め
︑
組
織
改
正
を

　

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
の
関

連
の
あ
る
法
改
正
等
を
︑
図
４
に
ま
と
め
て
い
る
︒

　

道
路
交
通
法
改
正
関
連
で

業
者
と
な
る
た
め
に
は
︑
３

月
末
ま
で
に
登
録
申
請
を
行

う
必
要
が
あ
っ
た
が
︑
４
月

１
日
以
降
も
登
録
申
請
が
可

能
と
な
っ
て
い
る
︒

行
い
︑
自
動
車
局
を
﹁
物
流

・
自
動
車
局
﹂
に
再
編
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
︒

　

ト
ラ
ッ
ク
行
政
と
物
流
行

や
︑
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
等

・
自
動
配
送
ロ
ボ
ッ
ト
等
の

交
通
方
法
な
ど
に
関
す
る
規

定
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
︒

　

ま
た
︑
４
月
１
日
に
は
改

正
省
エ
ネ
法
（
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す

る
法
律
）
が
施
行
さ
れ
︑
非

化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
含
む
全

て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の

合
理
化
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
（
３
面
参
照
）︒

　

な
お
︑﹁
労
働
安
全
衛
生

規
則
﹂も
改
正
さ
れ（
図
５
）︑

10
月
１
日
か
ら
順
次
適
用
さ

れ
る
︒

全
対
策
等
も
一
体
的
に
実
施

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
︒

ま
た
︑
真
面
目
な
実
運
送
事

業
者
を
中
核
と
し
て
︑
利
用

運
送
事
業
者
も
組
み
込
ま
れ

る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
︑

よ
り
実
効
性
の
高
い
施
策
の

導
入
が
期
待
さ
れ
て
い
る
︒

は
︑自
動
運
転
﹁
レ
ベ
ル
４
﹂

に
係
る
許
可
制
度
の
創
設

﹁
賃
金
引
上
げ
﹂
取
組

強
化
期
間
を
設
定

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者

へ
の
支
援
を
強
化

　

厚
生
労
働
省
は
３
月
15
日
︑

﹁
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
賃

金
引
上
げ
に
向
け
た
同
一
労

働
同
一
賃
金
の
取
組
強
化
期

間
﹂
を
同
日
か
ら
５
月
31
日

ま
で
の
期
間
で
設
定
し
︑
同

一
労
働
同
一
賃
金
の
遵
守
の

徹
底
に
向
け
た
取
り
組
み
を

集
中
的
に
実
施
す
る
︒

　

主
な
取
り
組
み
と
し
て

は
︑
中
小
企
業
・
小
規
模
事

業
者
の
賃
金
引
上
げ
の
参
考

と
な
る
情
報
サ
イ
ト
﹁
賃
金

引
上
げ
特
設
ペ
ー
ジ
﹂（
二
次

元
コ
ー
ド
①
）
を
開
設
す
る

ほ
か
︑
各
種

支
援
策
の
充

実
も
図
っ
て

い
く
︒

　

な
お
︑
厚
労
省
で
は
︑
最

低
賃
金
・
賃
金
引
上
げ
に
向

け
た
中
小
企
業
・
小
規
模
事

業
者
へ
の
支
援
施
策
を
ま
と

め
︑
厚
労
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
二
次
元
コ
ー

ド
②
）
で
公

開
し
て
い
る
︒

 

危
険
有
害
な
作
業
を
行
う

個
人
事
業
者
等
の
保
護
措

置
を
義
務
付
け

令
和
５
年
４
月
に
省
令
改
正

　

厚
生
労
働
省
は
︑
令
和
５

年
４
月
に
労
働
安
全
衛
生
法

第
22
条
に
関
し
て
定
め
ら
れ

て
い
る
11
省
令
を
改
正
し
︑

労
働
者
と
同
じ
場
所
で
危
険

有
害
な
作
業
を
行
う
個
人
事

業
者
等
の
保
護
措
置
を
義
務

付
け
る
︒

　

今
回
改
正
が
行
わ
れ
る
省

令
は
︑
図
の
通
り
︒
省
令
改

正
に
伴
い
︑
労
働
者
に
対
す

る
健
康
障
害
防
止
の
た
め
の

保
護
措
置
の
実
施
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
る
作
業（
業
務
）

の
一
部
を
個
人
事
業
者
等
に

請
け
負
わ
せ
る
場
合
や
︑
同

じ
場
所
で
作
業
を
し
て
い
る

労
働
者
以
外
の
者
に
対
し
て

も
︑
労
働
者
と
同
等
の
保
護

措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
義
務

と
な
る
︒

　

詳
細
は
︑
厚
労
省
作
成
の

リ
ー
フ
レ
ッ

ト
（
二
次
元

コ
ー
ド
）
を

参
照
の
こ
と
︒

 

道
路
貨
物
運
送
事
業
者
に

よ
る
特
定
接
種
の
登
録
申

請
が
可
能
に

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

発
生
時
に
備
え

　

厚
生
労
働
省
は
こ
の
ほ

ど
︑
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
発
生
時
に
お
け
る
必
要
な

緊
急
物
資
の
運
送
を
行
う
道

路
貨
物
運
送
業
（
一
般
貨
物

自
動
車
運
送
業
）を
含
む﹁
国

民
生
活
・
国
民
経
済
安
定
分

野
﹂
の
特
定
接
種
の
登
録
申

請
が
可
能
に
な
っ
た
と
発
表

し
た
︒

　

特
定
接
種
は
︑
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
が
発
生
し
た

場
合
に
︑
医
療
の
提
供
ま
た

は
国
民
生
活
・
国
民
経
済
の

安
定
に
寄
与
す
る
業
務
を
行

う
事
業
者
の
従
業
員
や
︑
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

の
実
施
に
携
わ
る
公
務
員
に

対
し
て
行
う
予
防
接
種
︒﹁
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

特
別
措
置
法
第
28
条
第
１
項

１
号
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
25

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
３
６

９
号
）﹂
お
よ
び
﹁
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別

措
置
法
第
28
条
第
１
項
第
１

号
の
医
療
の
提
供
の
義
務
を

行
う
事
業
の
登
録
に
関
す
る

規
程
（
平
成
25
年
厚
生
労
働

省
告
示
３
７
０
号
）﹂
の
一
部

改
正
に
伴
い
︑
道
路
貨
物
運

送
事
業
者
の
登
録
申
請
が
可

能
と
な
っ
た
︒

　

な
お
︑登
録
事
業
者
に
は
︑

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
発

生
時
に
お
い
て
も
︑
医
療
の

提
供
・
国
民
生
活
お
よ
び
国

民
経
済
の
安
定
に
寄
与
す
る

業
務
を
継
続
的
に
実
施
す
る

努
力
義
務
が
課
さ
れ
る
︒

　

登
録
に
関
す
る
詳
細
は
︑

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（
二
次
元
コ
ー
ド
）

を
参
照
の
こ
と
︒

 

ド
ラ
イ
バ
ー
の
長
時
間
労
働

改
善
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
を
作
成

「
長
時
間
労
働
改
善
」

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
内
で
公
開

　

厚
生
労
働
省
は
こ
の
ほ
ど
︑

﹁
自
動
車
運
転
者
の
長
時
間

労
働
改
善
に
向
け
た
ポ
ー
タ

ル
サ
イ
ト
﹂（
二
次
元
コ
ー
ド
）

を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す
る
と
と

も
に
︑
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ

ー
の
長
時
間
労
働
改
善
に
取

り
組
ん
で
い
る
運
送
事
業
者

の
事
例
や
改
正
改
善
基
準
告

示
等
を
ま
と
め
た
﹁
ト
ラ
ッ

ク
運
転
者
の
長
時
間
労
働
改

善
に
向
け
た
改
善
ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
﹂（
写
真
）
を
同
ポ
ー
タ

ル
サ
イ
ト
内
で
公
開
し
た
︒

　

同
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
で
は
︑

時
間
外
労
働
規
制
の
上
限
規

制
の
概
要
や
︑
令
和
６
年
４

月
に
施
行
さ
れ
る
改
正
改
善

基
準
告
示
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ

い
て
︑
図
表
等
を
用
い
て
解

説
︒
ま
た
︑
労
働
時
間
改
善

の
た
め
の
取
り
組
み
を
進
め

る
事
業
者
の
改
善
事
例
の
ほ

か
︑
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー

の
労
務
管
理
や
長
時
間
労
働

改
善
に
役
立
つ

支
援
策
等
も
紹

介
し
て
い
る
︒

電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
等
の

交
通
ル
ー
ル
規
定
が
施
行

今
年
７
月
か
ら

　

令
和
５
年
７
月
１
日
か
ら
︑

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
４
年
法
律

第
32
号
）
の
う
ち
︑
特
定
小

型
原
動
機
付
自
転
車
（
い
わ

ゆ
る
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
等
）

の
交
通
方
法
等
に
関
す
る
規

定
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
︑
警
察
庁
で
は
交
通
ル
ー

ル
に
関
す
る
周
知
を
図
っ
て

い
る
︒

　

同
規
定
の
施
行
に
伴
い
︑

性
能
上
の
最
高
速
度
が
自
転

車
と
同
程
度
で
あ
る
な
ど
の

一
定
の
要
件
を
満
た
す
電
動

キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
等
は
︑
特
定

小
型
原
動
機
付
自
転
車
と
し

て
︑
走
行
場
所
が
自
転
車
と

同
様
と
な
る
等
の
新
た
な
交

通
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
︒

緊
急
通
行
車
両
の
確
認

が
災
害
発
生
前
に
も
可

能
に

４
月
20
日
ま
で
パ
ブ
コ
メ
募
集

　

内
閣
府
で
は
現
在
︑
災
害

対
策
基
本
法
施
行
令
等
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
案
に
関

す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

を
募
集
し
て
い
る
︒

　

災
害
応
急
対
策
に
必
要
な

物
資
の
緊
急
輸
送
を
実
施
す

る
た
め
運
転
中
の
車
両
に
つ

い
て
︑
道
路
交
通
法
の
規
定

に
よ
り
政
令
で
定
め
ら
れ
た

緊
急
通
行
車
両
と
し
て
扱
わ

れ
る
車
両
は
︑
こ
れ
ま
で
は

災
害
発
生
時
等
に
お
い
て
の

み
確
認
が
可
能
と
さ
れ
て
い

た
が
︑
災
害
応
急
対
策
の
的

確
か
つ
円
滑
な
実
施
を
図
る

た
め
︑
同
改
正
に
お
い
て
災

害
発
生
時
よ
り
も
前
に
確
認

を
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
︒

　

意
見
募
集
期
間
は
︑
令
和

５
年
４
月
20
日
㈭
ま
で
︒
意

見
募
集
に
関
す
る
詳
細
は
︑

電
子
政
府
の
総
合
窓
口

﹁e-Gov

﹂を
参
照
の
こ
と
︒

 

令
和
５
年
度
予
算
案
が
可

決
・
成
立

一
般
会
計
総
額
１
１
４
兆
円
超

　

令
和
５
年
度
予
算
案
が
︑

３
月
28
日
に
開
催
さ
れ
た
参

議
院
本
会
議
で
︑
与
党
な
ど

の
賛
成
多
数
で
可
決
︑
成
立

し
た
︒

　

一
般
会
計
総
額
は
１
１
４

兆
３
８
１
２
億
円
で
︑
11
年

連
続
で
過
去
最
大
を
更
新
し

た
︒

　

国
土
交
通
省
関
係
で
は
︑

一
般
会
計
で
総
額
５
兆
８
７

１
４
億
円
︒
自
動
車
局
関
係

で
は
︑
一
般
会
計
で
13
億
７

９
０
０
万
円
︒
自
動
車
局
で

は
︑
環
境
省
・
経
済
産
業
省

と
の
協
調
事
業
﹁
商
用
車
の

電
動
化
促
進
事
業
﹂（
１
３

５
億
９
９
０
０
万
円
の
内
数
）

が
新
規
に
計
上
さ
れ
た
︒
ま

た
道
路
関
係
で
は
︑﹁
災
害

時
に
お
け
る
人
流
・
物
流
の

確
保
﹂（
６
６
４
８
億
円
の
内

数
）
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
︒

　

ま
た
︑
厚
生
労
働
省
関
係

で
は
︑﹁
働
き
方
改
革
推
進

支
援
助
成
金
﹂（
68
億
円
）

な
ど
の
ほ
か
︑﹁
自
動
車
運

転
者
の
労
働
時
間
改
善
に
向

け
た
荷
主
等
へ
の
対
策
事
業
﹂

と
し
て
２
・
６
億
円
を
盛
り

込
ん
で
い
る
︒

﹁
自
然
災
害
へ
の
対
応
﹂

な
ど
を
重
点
的
に
確
認
へ

安
マ
ネ
評
価
に
係
る
基
本
的
な

方
針
を
改
正

　

国
土
交
通
省
は
３
月
23
日
︑

﹁
安
全
管
理
規
程
に
係
る
報

告
徴
収
又
は
立
入
検
査
の
実

施
（
運
輸
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
評
価
）
に
係
る
基
本
的
な

方
針
﹂を
改
正
︒併
せ
て
︑﹁
運

輸
事
業
者
に
お
け
る
安
全
管

理
の
進
め
方
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
~
輸
送
の
安
全
性

の
更
な
る
向
上
に
向
け
て
~
﹂

を
改
訂
し
た
︒

　

同
方
針
に
つ
い
て
は
︑
直

近
の
改
正
か
ら
５
年
以
上
が

経
過
し
た
こ
と
か
ら
︑
令
和

４
年
12
月
７
日
付
で
国
土
交

通
大
臣
か
ら
運
輸
審
議
会
に

対
し
同
方
針
の
改
正
に
関
す

る
諮
問
が
行
わ
れ
︑
３
月
23

日
付
で
諮
問
案
を
一
部
修
正

し
て
改
正
す
る
こ
と
が
適
当

と
の
答
申
が
行
わ
れ
た
︒

　

今
後
５
年
間
の
運
輸
安
全

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
評
価
の
実
施

に
関
し
て
は
︑
①
自
然
災
害

へ
の
対
応
を
評
価
に
お
い
て

重
点
的
に
確
認
︑
②
テ
ロ
等

へ
の
対
応
を
評
価
に
お
い
て

確
認
す
る
た
め
の
手
法
を
整

備
︑
③
中
小
規
模
事
業
者
へ

の
浸
透
︑
④
安
全
統
括
管
理

者
の
活
動
の
支
援
︑
⑤
運
輸

安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
評
価
実

施
体
制
の
強
化
︱
︱
な
ど
に

重
点
を
置
い
て
進
め
る
こ
と

と
し
た
︒

　

国
交
省
で
は
︑
同
方
針
に

基
づ
き
︑
運
輸
安
全
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
評
価
を
適
切
に
実
施

し
︑
輸
送
の
安
全
の
確
保
を

目
指
す
と
し
て
い
る
︒

　

な
お
︑
同
方
針
は
︑
５
年

４
月
１
日
よ
り
適
用
さ
れ
る
︒

　

ま
た
︑
国
交
省
で
は
同
方

針
の
改
正
を
踏
ま
え
︑
同
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
訂
を
実

施
︒
運
輸
防
災
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
重
要
性
を
強
調
す
る
と

と
も
に
︑
必
要
な
対
応
を
明

記
し
た
ほ
か
︑
運
輸
安
全
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
の
さ
ら
な
る
普

及
・
啓
発
に
向
け
て
円
滑
な

取
り
組
み
の
促
進
を
図
る
参

考
手
順
等
を
追
記
し
た
︒

　

同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
︑
国

交
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
二

次
元
コ
ー
ド
）

よ
り
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
能
︒

 

乗
務
前
自
動
点
呼
の
実
現

に
向
け
実
証
実
験
を
実
施
へ

「
運
行
管
理
高
度
化
検
討
会
」

　

国
土
交
通
省
は
３
月
23

日
︑令
和
４
年
度
第
４
回
﹁
運

行
管
理
高
度
化
検
討
会
﹂（
座

長
:
寺
田
一
薫
東
京
海
洋

大
学
大
学
院
流
通
情
報
工
学

部
門
教
授
）
を
開
催
し
︑
条

件
付
き
乗
務
前
自
動
点
呼
の

実
現
に
向
け
た
実
証
実
験
を

５
月
か
ら
始
め
る
こ
と
を
決

め
た
︒

　

自
動
点
呼
に
つ
い
て
は
︑

今
年
１
月
か
ら
終
業
時
点
呼

に
お
け
る
自
動
点
呼
が
導
入

さ
れ
て
い
る
︒
５
月
か
ら
の

乗
務
前
自
動
点
呼
に
お
け
る

実
証
実
験
を
通
じ
て
︑
自
動

点
呼
に
係
る
機
器
の
性
能
要

件
案
お
よ
び
性
能
評
価
方
法

案
を
取
り
ま
と
め
た
上
で
︑

乗
務
前
自
動
点
呼
を
可
能
と

し
て
い
く
方
針
︒
な
お
︑
国

交
省
で
は
︑
乗
務
前
自
動
点

呼
の
本
格
開
始
の
時
期
に
つ

い
て
は
︑
現
段
階
で
は
未
定

と
し
て
い
る
︒

　

実
証
実
験
は
２
回
に
分
け

て
実
施
︒
１
回
目
（
５
月
か

ら
の
１
か
月
間
）
は
︑
運
行

管
理
者
が
同
席
し
て
実
施
︒

２
回
目（
７
~
８
月
頃
予
定
）

で
は
︑
運
行
管
理
者
が
同
席

せ
ず
に
︑
２
か
月
間
実
証
実

験
を
行
う
︒

　

実
証
実
験
に
は
︑
全
日
本

ト
ラ
ッ
ク
協
会
か
ら
推
薦
さ

れ
た
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者

９
社
が
参
加
︒
対
面
点
呼
と

比
較
し
た
確
実
性
の
優
劣

や
︑
現
場
で
の
課
題
な
ど
に

つ
い
て
︑
事
業
者
︑
運
行
管

理
者
︑
運
転
者
へ
の
ヒ
ア
リ

ン
グ
調
査
を
行
う
と
と
も

に
︑同
じ
運
転
者
に
対
し
て
︑

乗
務
前
自
動
点
呼
を
行
っ
た

時
と
運
行
管
理
者
が
対
面
点

呼
を
行
っ
た
時
で
︑
ヒ
ヤ
リ

ハ
ッ
ト
の
発
生
回
数
に
差
が

あ
る
か
を
検
証
す
る
こ
と
に

し
て
い
る
︒

内 閣 府

A B C D

ナ ベ ヤ キ

E F G

ウ ド ン

答え合わせ

「
物
流
・
自
動
車
局
」
に
再
編

よ
り
実
効
性
の
高
い
施
策
の
導
入
へ

44
国
土
交
通
省
の
組
織
改
編

国
土
交
通
省
の
組
織
改
編

「
道
路
交
通
法
」「
省
エ
ネ
法
」

「
労
働
安
全
衛
生
規
則
」
等
が
改
正

55
５
年
度
施
行
の
法
改
正
等
ま
と
め

５
年
度
施
行
の
法
改
正
等
ま
と
め

図　改正が行われる 11省令
・労働安全衛生規則	 ・鉛中毒予防規則
・特定化学物質障害予防規則	 ・電離放射線障害防止規則
・粉じん障害防止規則	 ・有機溶剤中毒予防規則
・四アルキル鉛中毒予防規則	 ・高気圧作業安全衛生規則
・酸素欠乏症等防止規則	 ・石綿障害予防規則
・�東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を
除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則

図５　労働安全衛生規則の改正のポイントと施行日等
①�昇降設備の設置および保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲
を拡大
　昇降設備の設置義務および荷役作業を行う労働者の保護帽着
用について、義務の対象となる貨物自動車を、現在の最大積載
量５トン以上から、最大積載量２トン以上に拡大する。
　なお、保護帽着用義務の拡大は、荷台の側面が構造上開閉で
きるもの等、昇降設備が備えられている箇所以外の箇所で荷役
作業が行われるおそれがあるものや、テールゲートリフターが
設置されているもの（テールゲートリフターを使用する時に限
る）とする。

②�テールゲートリフターによる荷役作業についての特別教育を義
務化
　荷役作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務を、労働
安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）第 59条第 3項の安全ま
たは衛生のための特別の教育が必要な業務とする。

③運転者が運転位置から離れる時の措置の適用除外
　貨物自動車の運転席とテールゲートリフターの操作位置が異
なる場合、運転者が運転位置を離れる時の原動機の停止義務等
について、適用を除外する。

【施行日等】
・公布日：令和 5年 3月 28日
・�施行・適用期日：5年 10 月 1日（②の特別教育の義務化につ
いては、6年 2月 1日）

図４　トラック運送業界に関連する法改正等

■道路交通法改正（令和５年４月１日以降順次施行）
・特定自動運行に係る許可制度の創設
・新たな交通主体の交通方法等に関する規定の整備（電動キッ
クボード等、自動配送ロボット等）

■省エネ法改正（５年４月１日施行）
■労働安全衛生規則一部改正（５年 10月１日以降順次施行・適用）
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トラガールファイル

まったくの未経験者がドラコン全国大会へ！ 入社前から現在まで、竹下さんの軌跡をたどるまったくの未経験者がドラコン全国大会へ！ 入社前から現在まで、竹下さんの軌跡をたどるinterview

9:00
　出社。点検（写真①）・点呼、検温（写真②）や体
調報告、給油（写真③）等を行う。「点検に際しては、
空気圧、亀裂・損傷・摩
耗の有無、ディスクホイール
の取り付け状態など、タイ
ヤについては特に念入りに
チェックしています」（竹下
さん）。

10:00
　長崎県大村市の本社営
業所から、積み込み地の福
岡県糟屋郡にある大手運
送会社の営業所へ向け出
発（写真④）。

11:00
　運行ルート上にあるコンビニエンスストアに立ち寄り、昼食
・トイレ休憩を取る。

13:30
　糟屋郡の営業所に到着。長崎行きの宅配の荷物が積
まれたカーゴ台車 16 台分を、台車に貼られた二次元コー
ドを端末で読み取り、長崎行きではない台車が混載されて
いないかなどについてチェックしながら、荷台に積み込ん
でいく。

14:30
　積み込み終了後、営
業所の受付で専用端末
を操作し、トラックの荷台
扉に封印をして作業完了
（写真⑤）。長崎県大
村市にある同運送会社
の営業所へ向けて出発。

17:00
　大村市の営業所に到着。積み荷をすべて降ろし、次の
積み込み地である長崎県西彼杵郡にある同運送会社の
営業所に向け
出発（写真⑥）。

18:30
　西彼杵郡の営業所に到着。宅配の荷物が積まれたカー
ゴ台車を積み込んだあと、長崎県大村市にある同運送会
社の営業所へ向けて出発。「私の乗務車両は低床で、テ
ールゲートリフターをバースにつける際に高さの違いが生じ
るため、前方と後方には軽いカーゴ台車、中央に重量の
あるカーゴ台車を載せるよう、荷物の重さを考慮しながら
積み込んでいます」（同）。

20:00
　大村市の営業
所に到着し、カ
ーゴ台車を降ろ
す。荷降ろし完
了後（写真⑦）、
自社に戻る。

20:30
　帰社（写真⑧）。帰庫時点呼（写真⑨）を受け、一日
の報告（写真⑩）を行ったあと、退社。「運行ルート上で
注意すべき
箇 所 に 気
づいた場合
は必ず報告
し、社内で
情 報 共 有
をするように
しています」
（同）。

竹下さんのある１日の仕事の流れ

幼少時からの夢が子どもを育て上げてから実現！
憧れの「赤いトラック・黒い制服」で日々邁進中

・ �子どものころ、父親に連れられて行った仕事先の市場に出入りする
大型トラックを見て、「いつか自分もトラックに乗りたい！」とトラックド
ライバーへの憧れを抱くようになる。

・ �グループ会社の幸運トラック㈱に５年６か月前に入社。入社１年後、
同じ業務を担当していたドライバーの欠員補充に伴い、㈲長一運
送へグループ間移籍。２年前から現在のルートを担当。

・ �家族は、夫、長女（23）、長男（21）。「仕事が遅くなる時は夕飯
を作ったり洗濯をしておいたりしてくれるなど、私の仕事を理解・応
援してくれています」（竹下さん）。

・ �休日の過ごし方は、娘さんと２人でショッピング。「私も娘も洋服が好
きなので、２人で出かけては買い物を楽しんでいます」（同）。

担当業務：11 トン車による雑貨輸送
勤続年数：４年６か月
取得資格：�大型自動車免許、けん引免許、フォークリフト運転技能講習修了

◆�トラックドライバーになるまでの道のりについて教えてください。
　長崎県出身で、
長崎で結婚・出
産、夫の転勤で
熊本県へ引っ越
し、子ども２人の
育児の合間にパー
ト勤務をするなど
していましたが、
平成 16 年に長崎
県大村市へ戻って
きました。18 歳
で普通免許を取
り、21 歳になったらすぐ大型免許を取ろうと思っていたほどでし
たが、結婚や出産・育児もあり、取得できずにいました。しかし
子どもも成長し、街中で幸運トラックの赤いトラックを頻繁に見か
けるたびに、「トラックドライバーになりたい」という幼いころの夢
がよみがえり、「やっぱり大型免許を取りたい」と思うようになり
ました。
　しかし、「トラックの免許を取ったところで、未経験者の女性が
実際にドライバーとして採用してもらえるのだろうか」という不安
もあり、知人の伝手を頼ってトラック運送業界の方から情報収集
をしました。すると、「幸運グループには女性ドライバーも在籍し
ているそうだから大丈夫だろう」ということだったので、パート勤
務をしつつ、教習所に通いました。半年ほどかけて大型・けん引
免許、フォークリフトの資格を取得したのが８年ほど前のことです。
働きながらの教習所通いは大変でしたが、トラックに乗れるという
喜びが上回っていました。そんな私の姿を見て、夫も子どもたちも、
「ここまで本気だということは、本当にトラックドライバーになる
んだろうな」と思っていたようです（笑）。
　無事に免許を取得し、応募するのは絶対に幸運トラックさんと
決めていましたし、「あの赤いトラックに乗りたい」、「あの黒い制
服が着たい」という一心で応募しました。採用の電話がかかって
きた時は、「やっとあのトラックに乗れる！」と、免許が取れた時
よりうれしかったです。
　未経験入社ということで不安もありましたが、しっかりした研修
をしてもらうことができ、疑問点も気軽に質問できたので、仕事
に対する不安は研修が進むごとに解消されていきました。ひとり
立ちした当初は、長崎県内のみの輸送を担当していたのですが、
現在のルートを担当するようになってもう２年が経過しました。入
社１年後にグループ内で移籍はしましたが、グループ内の社風は
共通していて、皆さん気さくな方ばかりで毎日楽しいです。

◆�仕事のやりがいを感じる瞬間はどんな時ですか。
　天候不良や通行止め、渋滞といった悪条件の中でも荷降ろし
を無事に完了できた時や、無事に一日の業務を終えることができ
た時です。運行中、信号待ちの際等に、小さなお子さんが手を振

ってくれる瞬間も喜びを感じます。かつて子どものころの私がそ
うだったように、「自分も将来トラックに乗りたいな」と思ってくれ
たらうれしいですね。まだトラックドライバーになって５年目ですが、
今後も人との繋がりを大切にし、大好きなこの地域の社会に貢
献できるよう、さらなるスキルアップを目指していきたいと考えて
います。

◆�令和３・４年に出場した、「全国トラックドライバー・コンテスト」
への挑戦で得られたものはなんですか。
　片山室長（次項）から声をかけてもらったのが挑戦のきっかけ
でした。県大会出場にあたっては、法規や車両構造などを試験
前に短期集中学習して臨み、２年連続 11トン部門で入賞し、全
国大会に進むことができました。県大会は学科だけでしたが、全
国大会では実科競技も行われるため、会社に競技用の模擬練習
コースや模擬車両を準備していただき、練習を重ねました。全国
大会当日は、練習では問題なくできていた車庫入れに失敗するな
ど、本番の怖さを思い知りました。ドラコンへの挑戦を通じ、法
規や実技を通して運転の初心に立ち返ることで、より安全に対す
る意識が高まりました。

◇片山室長に訊く「竹下さんドラコン抜擢の理由」　
　森所長も語
る通り、竹下
さんはとても
素直な人間性
の 持ち主で
す。未経験者
として入社し、
様々な仕事を
覚えていかな
ければならな
い中で、竹下
さんは吸収・
成長していく
スピードが早
く、かつ作業
のひとつひとつが非常に丁寧なドライバーだと感じていました。ま
た、彼女はトラックドライバーという仕事に夢とあこがれを持って
入社してきているので、絶対に事故を起こしてほしくないという
思いもあり、高度な運転技能や専門的な知識を備え、他のドライ
バーの模範となることを目的としたドラコンへの出場はうってつけ
だと思いました。そんな期待に見事に応え、竹下さんは２年連続
全国大会に出場してくれました。今後また新たな女性ドライバー
が入社してきた時に、竹下さんにはグループ内の女性ドライバー
の模範として、先生のような存在になってもらい、ゆくゆくは管
理者として活躍してもらえたらうれしいです。

（幸運トラック㈱事務統括部営業企画室　片山巨樹室長）

竹下さんは日々、どのような「トラガールのお仕事。」に携わっ
ているのでしょうか。お仕事に1日密着させていただきました。

有限会社長一運送
［取締役社長　藤野　理沙］

本社所在地	 長崎県大村市富の原 2-968-1
資本金	 356 万円
設　立	 昭和 31 年３月22日
従業員数	 19 人（ドライバー 16 人、うち女性１人）
車両数	 17 台

5 段階の添乗チェックで技術面・心理面をしっかりサポート！5段階の添乗チェックで技術面・心理面をしっかりサポート！
未経験者も安心してひとり立ちできる研修システムを確立未経験者も安心してひとり立ちできる研修システムを確立

森営業所長
に訊く！

　大型車・トレーラでの輸送を行う当社には、28 歳から58 歳まで、16 人のド
ライバーが在籍しています。紹介による経験者採用が多く、未経験者は竹下
さんを含め２人です。女性ドライバーは荷物も車両もきれいに扱い、点検等も
丁寧で、注意点も素直に聞き入れ、柔軟に対応できることが長所だと考えます。
まったくの未経験で、大型・けん引・フォークリフト全ての資格を取得してから
応募してくる、竹下さんのようなドライバーは稀です。そこに彼女のやる気を感じ、採用
を即断しました。
　当社では新人ドライバーの研修・育
成システムを確立しており、最初の 1
週間は交通法規等を座学でしっかり学
びます。その後、グループ会社の初任
研修指導者・研修指導員、社内の先

輩ドライバー３人の計５人がそれぞれ添乗指導を行い、その５人
全員から合格判定がもらえてはじめて晴れてひとり立ちできます。
竹下さんは３か月で研修を修了し、輸送範囲を拡げながら成長し
ています。このまま、皆から愛され、他の模範となるドライバーで
いてほしいです。

竹
た け し た

下 美
み な こ

奈子さん

竹下さんはこんな人！
　もともとは同僚ドライバーで、現在は竹下さんの配車を担当し
ています。竹下さんは真面目で、仕事への意欲が旺盛な方です。

仕事でお願いごと
をしても、気軽に
引き受けてくれる、
頼りになる存在
で、非常に助かっ
ています。
（幸運トラック㈱
本社営業所　中
島雅史さん）

森　利幸
本社営業所長

左から、中島さん、竹下さん

左から、中島さん、竹下さん、森営業所長、片山室長

　トラック運送業界で様々
な仕事に携わる女性をとりあ
げるこのコーナー。第 36
回目は、「大型車ドライバー
（雑貨輸送）」　のお仕事
です。㈲長一運送（長崎県）
の竹下美奈子さんが登場し
ます。

第 36 回 「大型車ドライバー（雑貨輸送）」竹下　美奈子さん（㈲長一運送・長崎県）


